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別表第２（第 11条関係） 
使     用     料 港 湾 施 設 の         

種      類 単        位 金   額 
一般使用 １日当たり1 平方メートルにつき 22 円 津松阪港（松阪港区）

大口埠頭上屋 専用使用 １月当たり１平方メートルにつき 570円 

    追加【昭和63年規則18号】 

    一部改正【平成元年規則22号・平成 6年 11号・平成9年 105 号】 

別表第３（第 11条関係） 

使   用   料 
港湾施設の種類 港 湾 の 名 称        

単     位 金    額 

津松阪港（津ヨッ

トハーバー） 

一般使用 給水量 

１立方メートルにつき 

 

320円 

一般使用 給水量 

１立方メートルにつき 

外航船舶等   

470円 

その他の船舶 

493円 

給 水 施 設        

津松阪港（松阪港

区） 

専用使用 １基１年につき      23,690円 

備 考 

   外航船舶等とは、外航船舶及び租税特別措置法施行令（昭和32 年政令第43 号）第 45条に規定

する遠洋漁業船等をいう。 

    追加【昭和56年規則24号】 

    一部改正【昭和60年規則 14号・63年 18 号・平成元年22号・平成 9年 105 号】 

 

 


